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平
成
30
年
10
月
定
例
会
の
概
要

  

補
正
予
算
特
別
委
員
会
（ 

概
要
と
質
疑
の
抜
粋
）

【
総
務
費
】

空
き
家
改
修
費
等
補
助
に
つ

い
て

問
補
助
の
対
象
と
な
っ
た

物
件
へ
の
入
居
件
数
を
問

う
。

答
家
財
整
理
補
助
に
つ
い

て
、
改
修
は
、
29
年
度
ま
で

に
14
件
、
30
年
度
に
つ
い
て

は
７
件
、
ト
ー
タ
ル
で
21

件
。
成
約
件
数
は
、
全
21
件

中
15
件
で
あ
る
。

【
民
生
費
】

住
宅
応
急
修
繕
料
に
つ
い
て

問
災
害
救
助
法
に
基
づ
く

「
住
宅
応
急
修
理
制
度
」
と

民
間
賃
貸
住
宅
を
借
り
上
げ

る
「
み
な
し
仮
設
住
宅
制

度
」
の
併
用
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
が
、
市
が
仮
設
住
宅

と
し
て
提
供
す
る
市
営
住
宅

へ
の
入
居
と
「
住
宅
応
急
修

理
制
度
」
と
の
併
用
は
可
能

で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
。

国
や
県
に
制
度
の
改
善
を
要

望
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
こ
れ
は
市
と
し
て
、
被

災
者
に
対
し
可
能
な
限
り
の

支
援
を
行
う
た
め
の
措
置
で

あ
る
。
災
害
救
助
法
が
適
用

さ
れ
な
い
市
独
自
の
支
援
と

な
る
の
で
、「
住
宅
応
急
修

理
制
度
」
と
の
併
用
が
可
能

で
あ
る
。

「
住
宅
応
急
修
理
制
度
」
と

「
み
な
し
仮
設
住
宅
制
度
」

の
併
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
国
・
県
に
対
し
、
制
度

の
改
善
を
要
望
し
て
い
く
。

【
衛
生
費
】

災
害
廃
棄
物
処
理
費
に
つ
い

て問
一
般
財
源
と
し
て
１
億

７
４
０
０
万
円
を
計
上
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
市
独
自
の

事
業
と
し
て
ガ
レ
キ
等
の
撤

去
の
対
象
範
囲
を
民
有
地
に

ま
で
拡
大
し
た
こ
と
に
よ

り
、
市
の
財
源
が
必
要
と

な
っ
た
た
め
か
。

答
７
月
豪
雨
災
害
に
係
る

災
害
廃
棄
物
処
理
は
、
環
境

省
及
び
国
土
交
通
省
の
補
助

事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。

今
後
行
わ
れ
る
国
の
査
定
に

お
い
て
、
補
助
対
象
外
と
な

る
も
の
も
予
想
さ
れ
る
た

め
、
市
費
の
充
当
も
視
野
に

入
れ
て
い
る
。
可
能
な
限
り

補
助
対
象
に
な
る
よ
う
努
力

し
、
特
定
財
源
の
確
保
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

【
災
害
復
旧
費
】

問
学
校
給
食
施
設
災
害
復

旧
費
に
関
し
て
、
被
災
し
た

西
部
共
同
調
理
場
は
現
地
で

の
復
旧
と
な
る
が
、
多
大
な

損
害
が
発
生
し
た
原
因
は
、

給
食
調
理
機
能
を
１
カ
所
に

集
約
し
て
い
た
た
め
と
考
え

る
。
以
前
の
よ
う
に
、
安
全

な
場
所
に
あ
る
学
校
へ
給
食

室
を
配
置
す
る
こ
と
が
得
策

で
は
な
い
の
か
。
給
食
室
を

各
学
校
に
分
散
化
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
協
議
、
検
討
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

答
西
部
共
同
調
理
場
の
機

能
を
他
の
２
カ
所
の
調
理
場

で
補
完
す
る
こ
と
は
検
討
し

た
が
、
新
た
な
調
理
場
の
建

設
は
時
間
を
要
す
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
本
復
旧
事
業

は
、
災
害
復
旧
事
業
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
、
一

般
財
源
の
負
担
が
少
な
い
現

況
復
旧
を
選
択
し
た
。

問
災
害
義
援
金
の
追
加
配

分
に
関
し
て
、
市
が
独
自
に

配
分
す
る
、「
被
災
事
業
者
」

及
び
「
被
災
農
業
者
」
の
対

象
範
囲
並
び
に
配
分
時
期
は

い
つ
に
な
る
か
。

答
「
被
災
事
業
者
」
は
、

法
人
に
限
ら
ず
個
人
事
業
主

も
対
象
と
し
、
現
在
、
被
災

証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
、

事
業
所
得
の
う
ち
、
営
業
所

得
の
申
告
が
あ
る
１
８
８
事

業
者
を
把
握
し

て
い
る
。
年
度

内
の
交
付
に
向

け
て
準
備
を
進

め
て
い
る
が
、

被
災
証
明
書
等

の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
事
業

者
も
い
る
こ
と

か
ら
、
本
制
度

の
周
知
に
関
す

る
情
報
発
信
に

努
め
て
い
き
た

い
。

　

ま
た
、「
被

災
農
業
者
」
に

つ
い
て
は
、
本

市
に
住
民
票
が
あ
る
農
業
者

を
対
象
と
し
、
２
０
０
農
業

者
を
想
定
し
て
い
る
。
国
や

市
の
農
地
等
災
害
復
旧
事
業

の
対
象
と
な
ら
な
い
農
業
者

を
把
握
で
き
る
の
は
、
被
災

状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
職

員
が
農
地
及
び
農
業
施
設
の

現
地
調
査
を
実
施
し
た
後
に

な
る
こ
と
か
ら
、
義
援
金
の

配
分
時
期
に
つ
い
て
は
来
年

１
月
以
降
に
な
る
見
通
し
で

あ
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
87
号

ほ
か
３
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

　

平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
に
よ
り
、
延
期
と
な
っ
た
９
月
定
例
会
は
10
月
９
日
に
開
会
さ
れ
、
10
月
25

日
ま
で
の
会
期
17
日
間
の
日
程
で
開
催
し
ま
し
た
。
今
定
例
会
で
は
、
92
億
１
３
７
７
万
円
の
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
5
号
）
案
、
ほ
か
16
議
案
を
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
民
か
ら
提

出
さ
れ
た
請
願
３
件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
以
下
の
項
目
で
報
告
し
ま
す
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
の
他
、
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
６
０
０
万
円
の
追
加
、
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）、
水
道
施

設
の
復
旧
費
、
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
10
億
８
３
３
５
万
円
を
追
加
す
る
も

の
で
す
。

被災時の西部共同調理場調理室の様子


